
歯科点数表の初診料の注 1 に

規定する施設基準について 

 

 

○当院では、感染対策委員会を設置し、院内感染予防

に努めています。また、定期的に感染防止の研修を

受けた常勤歯科医師が１名以上在籍しており、院内

感染防止対策や新興感染症に対する標準予防策の徹

底を図るとともに、職員の院内研修を実施し、知識

と向上に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


